
新型コロナウイルス感染症に対する 

国産ワクチンの早期実用化 
 

【厚生労働省】 

 

 

１ 将来にわたり十分な量のワクチンを安定的に供給するためにも、

国産ワクチンの研究開発の支援、生産体制の強化が図られるよう、

早期実用化に向けた必要な支援を強力に推進していただきたい。 

２ 国産ワクチンの承認審査にあたっては、副反応の少なさなど安全

性を十分に考慮した評価とし、不活化ワクチンをはじめとした副

反応に対する懸念の低い国産ワクチンを早期に実用化していた

だきたい。 
 

 

 

■現在供給されているワクチンでは、接種者によっては心筋炎やアナ

フィラキシーショック等の副反応が激しく生じる方がいる。 

■本人の希望に関わらずワクチン接種が適当でない方もいる。特に、小

児接種については、接種後の副反応について心配されている保護者

もおり、ワクチン接種を希望されないケースがある。 

 

 

 

■ワクチンの安定供給を継続していくためには、輸入に頼らない国産

ワクチンの早期実現が必要である。 

■副反応の発生頻度や症状の重さなどの問題が顕在化しており、ワク

チン自体の安全性や副反応への懸念から接種を差し控えている方や

若年層、小児、アレルギーを持つ方などに対して、多様なワクチン接

種の選択肢を提供することが必要である。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局保健衛生部感染症対策課 ℡096-328-2106 

 

 
● コロナワクチン開発の進捗状況(国内開発)＜主なもの＞  

 

・ 厚生労働省 HPより抜粋し、一部加工したもの（R5.4.12 現在）  

・ 赤枠が従来型のワクチン（不活化ワクチン）開発の進捗状況 

※１ 生産体制等緊急整備事業で採択された企業を掲載 

※２ 取り組み状況については、開発者から聞き取り  

 

 

参考１ 国内で使用されている新型コロナワクチン 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

66



要望担当課：健康福祉局保健衛生部感染症対策課 ℡096-328-2106 

 

新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施 
 

【厚生労働省】 

 

 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種は国の負担により実施するもの

であることを踏まえ、特例臨時接種期間中においては、ワクチン接

種体制確保に係る経費について、接種事務に携わる職員人件費も

含め、地方自治体の負担が生じないよう、全額国費による財政措置

を継続していただきたい。 

２ 更なる追加接種の実施などの制度改正や方針の変更を行う際は、

早急に詳細な情報を示していただくとともに、接種の方針決定か

ら実施開始までは、十分に準備期間を確保していただきたい。 

 
 

 

■これまで、ワクチン接種は、国の負担により実施するものであること

を踏まえ、全額国庫負担で実施しており、円滑に実施してきた。 

■また、これまでの追加接種や小児接種においては、国の方針決定時期

から実施までの準備期間が十分でなかったため、接種券の発送や医

療機関との調整等に支障をきたした。 

 

 

 

■唐突に示された、国庫補助への上限設定については、コールセンター

業務や接種券の再発行・管理業務等の事務に上限を超える費用が掛

かり、地方自治体に負担が生じる可能性が懸念され、円滑なワクチン

接種に支障をきたすおそれがある。 

■令和 5 年秋開始接種の実施内容については、早期に示される見通し

が立っておらず、準備に支障をきたしており、中長期的な接種計画の

策定が困難な状況にある。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局保健衛生部感染症対策課 ℡096-328-2106 

 

新型コロナウイルスワクチン接種に関する 

情報の積極的発信 
 

【厚生労働省】 

 

 

１ ワクチンの安全性、有効性及び副反応に関する情報について効果 

的な方法により十分な周知を行うとともに、接種をしない者に対す 

る差別や偏見を生まないように配慮した情報発信を行っていただ 

きたい。 

 

 

 

■ワクチンは、一定の副反応が生じるものであり、接種者によっては心

筋炎やアナフィラキシーショック等の副反応が激しく生じる方もい

る。 

■過去にアナフィラキシーショックの経験があるなどの理由により、

注射によるワクチン接種を望まない方や、心臓疾患のある方、アレル

ギーのある方、妊婦など、本人の希望に関わらずワクチン接種が適当

でない方もいる。特に、小児接種については、接種後の副反応につい

て心配されている保護者がおり、ワクチン接種を希望されないケー

スがある。 

 

 

■ワクチンの安全性等に関する一方的な情報や不正確な情報が拡散す

ると、対象者の接種判断に不安が生じ、接種率の低下が懸念される。 

■ワクチンの安全性等について、様々な世代の対象者に十分な周知を

行うためには、対象者の属性に応じ、テレビ、新聞、ホームページや

SNSなど、多様な媒体を用いた周知を行う必要がある。 

■接種は強制でないにも関わらず、差別的な扱いが行われることなど

が懸念される。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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被災ノリ養殖施設の復旧に対する制度創設等 

 

【農林水産省】 

 

 

１ 「漁業災害補償法」に基づく漁業施設共済において、ノリの支柱

式養殖施設も損害補償の対象としていただきたい。 

２ 上記制度創設までの間、自然災害等で被害を受けたノリ養殖施設

の復旧に対して支援していただきたい。 

 
 

 

■強烈な寒波に伴う令和５年１月 24日の暴風で、有明海沿岸のノリ漁

場で養殖施設の支柱や網の倒壊・破損などの大な被害が発生。特に、

熊本県から福岡県にかけての漁場で被害が大きく、熊本県内は全て

の漁場で被害が発生。 

■熊本県内のノリ養殖施設の被害額は 434,418 千円、熊本市内は

164,922千円と甚大。 

■漁業者は、自然災害等による生産金額の減少を補償する漁業共済（特

定養殖共済）に加入しているものの、養殖施設の被害は補償の適用外。 

■また、現状では漁業施設共済の対象となる養殖施設において、ノリ支

柱式養殖施設（支柱・網等）の被害は補償の対象外。 

■資材価格が高騰する中、漁業者にとって被害施設の復旧は相当の負

担となり、来漁期の経営継続にとって大きな障害。 

 

 

■漁業施設共済の対象にノリ支柱式養殖施設が含まれず、気候変動に

よる自然災害の発生等のリスクが高まる中で、漁業者が自ら経営継

続に備える上で制度的な限界がある。 

■ノリ支柱式養殖施設（支柱・網等）の材質も向上し、長期間使用でき

るようになった一方で価格が上昇し、特に昨今の資材価格高騰の影

響で復旧に係る漁業者の負担は増大している。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：農水局水産振興センター ℡096-311-4010 

 

 

 

 

 

 

 資材名 数量（本） 被害額（千円） 被害額計（千円） 

熊本市 
支 柱 ５，１２６ ５１，２６０ 

１６４，９２２ 
ノリ網 ２１，４４６ １１３，６６２ 

熊本県 
支 柱 １８，９３４ １８９，３４０ 

４３４，４１８ 
ノリ網 ４６，２４２ ２４５，０７８ 

参考１ 被害状況（確定値） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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新規就農者への支援の拡充について 
 

【農林水産省】 

 

 

１ 親元での新規就農者への支援 

親と経営を一にする新規就農者（以下、「親元就農」という。）の

経営の規模拡大や高度化の取組を支援するため、経営発展支援

事業の支援対象となるよう要件の緩和、若しくは新規補助事業

等を創設していただきたい。 
 

２ 経営発展支援事業の補助上限額の引上げ 

新規就農者育成総合対策実施要綱別記１第５の３の(１)におけ

る「補助対象事業費の上限額は１，０００万円（経営開始資金の

交付対象者の場合は、５００万円）とする。」について、補助上限

額を引き上げていただきたい。 

 
 

 

■本市は全国市町村で第８位の農業産出額（令和３年産）を誇る全国有

数の園芸産地であり、本市における新規就農者の多くは園芸農業を

主体とした経営を選択している。 

 

■園芸農業は、高度な生産技術を伴う労働集約型の農業であり、その技

術習得にあたっては熟練者による丁寧な指導が欠かせない。親元就

農は最も営農定着しやすい有効な就農形態であるが、家族農業従事

者数に応じた農業所得の確保が必要であることから、さらなる経営

の規模拡大や高度化に向けた新たな投資が必要となる。 

 

■また、園芸農業は施設整備等を伴うため一般的に他の営農類型に比

べて経費が高額になることが多く、近年では建築資材や設備の価格

現 状 

提案・要望内容 
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要望担当課：農水局農政部農業支援課 ℡096-328-3284 

 

高騰に伴い、施設等の導入費が更に上昇している。 

 

■このような状況下において、現行の経営発展支援事業（事業費ベース

で上限１，０００万円）のみの支援では施設等の導入費に対して、十

分な支援とは言えず、経営に対する向上心や規模拡大に対する意欲

の減退が懸念される。 

 

 

 

■親元就農で行う園芸農業のさらなる経営発展には、新たな投資が必

要となることから、経営発展支援事業の支援対象となるよう要件の

緩和、若しくは新規補助事業等による支援が求められる。 

 

■経営発展支援事業について、昨今の建築資材や設備の高騰に応じた

上限額の引上げが求められる。 

 

課 題 
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農業農村整備事業に対する当初予算額の確保 
 

【農林水産省】 

 

 

１ 水利施設等保全高度化事業の新規要望地区である元三地区（採択

申請予定）について、必要な予算額を確保していただきたい。 

２ 防災重点農業用ため池の対策工事等に必要な予算額を確保してい

ただきたい。 

３ 農業農村整備事業について、令和６年度（2024 年度）の事業量に

必要な予算額を確保していただきたい。 

 

 

 

■本市のほ場整備率は着実に上昇しているが、令和３年度（2021年度）

の末日時点で約３割は未整備の状況。畑地や樹園地についても、農道、

排水路、かんがい排水施設等の基盤整備が不十分な地域が多く残っ

ている。 

■高度経済成長期に造成された基幹的農業水利施設の多くが、近年老

朽化により更新時期を迎えている。 

■本市では平成２４年九州北部豪雨や平成２８年熊本地震など、大規

模災害を経験しており、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の

推進に関する特別措置法」に基づき、市域に存在する防災重点農業用

ため池の計画的な防災対策を進めていく必要がある。 

 

 

■生産コストの更なる低減、担い手への農地集積の推進のため、条件  

不利地での基盤整備を着実に進める必要がある。 

■農地等の湛水被害の未然防止や農村地域の防災減災のため、計画的

に老朽化した排水機場の更新及びため池等の整備が必要である。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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【排水機場の更新】 

 ●水利施設等保全高度化事業／農山漁村地域整備交付金 

  ・地区名：元三（もとみ）地区（新規要望地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区の基盤整備の実施状況】 

・本地区は、熊本市の南部に位置し、北側を阿蘇山に源を発し西流する一級河川白川と、東南

を九州背陵山脈にある三方山に源を発し西流する一級河川緑川の支線加勢川に、更に西を旧国

道３号線に囲まれた輪中地帯であり常に周囲の河川水位より低い水田地帯である。 

・降雨時における地域の湛水被害を解消するため、昭和４３～５３年度に県営熊本南部地区湛

水防除事業を実施している。 

【地区の農家や営農の現状と課題】 

・地区の排水は、加勢川に排除されている方指ヶ崎樋門と、画図排水機場の木部川流域と本地

区の流域を西方に貫流する緑川支川天明新川流域の天明新川防潮赤石排水樋門によりなされて

いるが、近年流域内の開発により流出率と洪水量が増大している。 

・受益地は湛水の常襲地帯であるため農地の汎用化ができず、営農は水稲が主となっている。 

【事業の必要性・緊急性・期待される効果等】 

・ポンプは設置後４８年が経過し施設全体の経年劣化の進行が著しく、早急の施設改修の実

施が望まれる。特に、排水ポンプ設備に関連する交換部品の在庫がメーカーに乏しく、機器

全体のオーバーホールにおいても実施困難な状況である。 

・本事業を実施し、地域の湛水被害を排除することで、水田の作付体系の高度利用と労力節

減を図り、農業生産の基盤の確立ならびに農業経営の安定向上に資する。 

・集落地帯の交通安全、環境衛生の向上にも大きな役割を果たしており、老朽化している本

施設の早急な改修が必要となる。 

参考１ 基幹的農業水利施設の更新 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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要望担当課：農水局農政部農地整備課 ℡096-328-2953 

 

 

 

 ●農村地域防災減災事業／農業水路等長寿命化・防災減災事業 

  ・防災重点農業用ため池の対策工事等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劣化状況

評価

耐震・豪雨

性能評価
防災工事

1 新地 熊本市南区城南町鰐瀬２２１１ 6.0 38.0 8.0 〇 令和3~7年度改修予定

2 鬼 熊本市南区城南町陣内１３０３，１３２４ 7.4 87.5 13.0 平成28年度災害対応

3 沢水 熊本市南区城南町下宮地６１ 7.0 10.0 3.0 平成30年度市単独事業

4 村中 熊本市南区城南町塚原９１０ 5.8 40.0 42.0 〇 〇

5 野田 熊本市南区城南町鰐瀬２３６９ 5.5 13.5 10.0 〇

6 宮の下 熊本市南区城南町塚原８６ 4.4 28.6 14.0 平成24~28年度改修

7 下園 熊本市南区富合町大字平原１５７４－１ 3.0 3.8 1.0 〇

8 正院浦下 熊本市北区植木町大字山本字正院浦２２８３ 5.9 10.0 17.2 〇

9 正院浦中 熊本市北区植木町大字山本字正院浦２３０９ 7.2 22.0 5.1 〇

10 小塚２ 熊本市北区植木町大字内字小塚迫１３１４ 4.0 3.3 2.0 〇

11 小塚３ 熊本市北区植木町大字内字小塚迫１３１５ 3.0 1.9 3.0 〇

12 大窪（１）熊本市北区大窪１丁目８５番 4.0 5.3 2.0 〇

防災工事等の対象

特記事項番号 名称 所在地
堤高

（ｍ）

総貯水量

（m3）

かんがい

受益面積

（ha）

【市内農業用ため池の現状と課題】 

市内農業用ため池は河川から農業用水を取水することができない地域などで、多く

は江戸時代以前に造られたものと推測されている。市内に 105か所が分布し、うち 12

か所が防災重点農業用ため池に指定されている。 

令和２年度（2020年度）までに 12箇所のハザードマップ作成・公表を行い、短期的

な防災・減災対策を進めてきた。また令和３年度（2021年度）からは 8箇所の劣化状

況調査を進めている。なお、ため池の洪水調節機能を有効活用することで、災害の激

甚化・広域化に備える取組を進めることとしている。 

【事業の必要性・緊急性・期待される効果等】 

防災重点農業用ため池のうち、漏水や堤体断面変形が見られる老朽箇所は、決壊に

より農地や人家等に多大な被害が予想されるため、早急に防災工事に着手することが

必要である。また、それ以外の箇所においても施設造成から改修履歴がないため池が

ほとんどであり、過去の災害経験から劣化状況、耐震・豪雨性能評価を計画的に進め

ることで、災害を未然に防ぎ農家経営の安定や農村地域の保全に資することができ

る。 

 

「防災重点ため池に係る防災工事等推進計画」における市内防災工事等対象箇所一覧 

参考２ 防災重点農業用ため池の対策工事等の推進 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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水産物供給基盤機能保全事業、水産生産基盤整備事業、 

水産多面的機能発揮対策事業に対する当初予算額の確保 

 

【農林水産省】 

 

 

１ 水産物供給基盤機能保全事業について、令和６年度（2024 年度）

の事業量に必要な予算額を確保していただきたい。 

２ 水産生産基盤整備事業について、令和６年度（2024 年度）の事業

量に必要な予算額を確保していただきたい。 

３ 水産多面的機能発揮対策事業について、令和６年度（2024 年度）

の事業量に必要な予算額を確保していただきたい。 
 

 

 

■四番漁港や海路口漁港は、漁港施設の沈下や老朽化に加え、大潮満潮  

時には冠水し、また、航路・泊地の土砂堆積により漁業活動に支障を

きたしているため、水産物供給基盤機能保全事業を活用し、漁港施設

の嵩上工事や浚渫工事を実施した。 

■天明漁港は、現在、漁船の安全性確保や漁業者の過重労働軽減、生産  

労働効率化を目的に水産生産基盤整備事業を活用し、防波堤や物揚

場等を整備した。 

■干潟漁場の環境は、平成２８年熊本地震とその後の降雨による土砂

流入を始め、例年発生する台風や梅雨時期の豪雨、さらに令和２年７

月豪雨による土砂等の流入により甚大な影響を受けており、十分な

回復に至っていない。今後とも河川から土砂等の流入が継続的に発

生することが懸念され、水産多面的機能発揮対策事業による耕うん

や堆積物撤去等を継続的に実施し、漁場生産力の回復、被害防止が不

可欠である。 

 

現 状 

提案・要望内容 
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■いずれの事業も重要な事業であるが、特に水産物供給基盤機能保全

事業については、漁業活動に支障をきたさないよう機能診断・機能保

全計画策定を実施し、計画に基づく漁港施設の保全工事や浚渫工事

が必要である。 

■水産多面的機能発揮対策事業については、令和２年度以降、各活動組

織の要望額に対し、割当内示額が減額される状況が続いている。その

ため、各活動組織が事業費の不足から十分に事業を実施できず、漁場

生産力の回復の遅れが懸念されている。 

また、令和３年度より管内で新たな活動組織が結成され、これに伴い

十分な事業費確保が必要である。 

 

 

 

【事業の進捗状況（事業費ベース）】            （千円） 

事業名 令和 6年度要望額（事業費） 

水産物供給基盤機能保全事業 

（四番・海路口漁港） 
240,000 

水産生産基盤整備事業 

（天明漁港） 
190,000 

 

 

 

【事業の要望状況（全活動組織分）】            （千円） 

事業名 令和 6年度要望額（国補助額） 

水産多面的機能発揮対策事業 

（熊本市内 8活動組織） 
35,975 

 

 

参考１ 事業状況 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

課 題 
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【漁港、活動組織位置図】           
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原 

湾 

水産物供給基盤機能保全事業 

水産物供給基盤機能保全事業 

水産生産基盤整備事業 

   ：水産多面的機能発揮対策事業 活動組織 

緑川河口保全活動組織 
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要望担当課：農水局水産振興センター ℡096-311-4010 

 

【各漁港の現況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水産多面的機能発揮対策事業 写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海路口漁港 通常時 大潮満潮時 

施設の沈下により冠水 

四番漁港 大潮干潮時 海路口漁港 大潮干潮時 

航路、泊地に土砂が堆積し航行できない 

耕うん状況 

土砂等堆積状況 

流木等撤去状況 
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参考１ 現行の制度と要望内容 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

要望担当課：都市建設局土木部土木総務課 ℡096-328-2468 

 

農地の相続税等納税猶予制度の改善 

 

【農林水産省・国土交通省】 

 

 

１ 納税猶予を受けた農地を道路整備など公共事業目的のために無償

で寄附した場合において、猶予の継続がなされるよう制度を改善

していただきたい。 
 

 

 

 

■納税猶予を受けた農地の一部を道路整備等のため無償で寄附した際

に、公共事業目的への寄附であるにもかかわらず、相続税等納税猶予

が取り消され、寄付する面積に応じた相続税等を納付しなければな

らない。 

 

 

 

■寄附者においては、地域の利便性向上のため農地の一部を無償で寄

附する意向があるにもかかわらず、納税猶予が取り消されることが

負担となり、用地提供が進まない状況がある。 

 

 

 

 

 現行 要望内容 

無償寄附による農地の相続税等

納税猶予の改善 

納税猶予を受けている農

地を道路等として無償寄

附した場合には譲渡する

面積に応じた相続税等

及び利子税が賦課される 

納税猶予を受けた農地を道路等へ無償

寄附した場合の相続税等及び利子税の

納税猶予の継続を措置する 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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